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令和４年２月定例伊達市教育委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和４年２月９日（水）13時 31分～ 

 

２ 開催場所  伊達市役所東棟３階 庁議室 

 

３ 出席者   教育長 菅野 善昌 

１番 菅野 千惠子 委員（教育長職務代理者）  

２番 三品 清重郎 委員 

３番 関根 勝富  委員 

４番 貝羽 貴子  委員 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 説明のため出席した者 

        教育部長              原 好則 

        教育総務課長           

        （兼学校給食センター所長）      土田 一紀 

        教育総務課施設管理係長       宍戸 哲也 

        学校教育課長            熊澤 正人 

        生涯学習課長            小賀坂 義一 

こども部長             橘内 重康 

こども未来課長           桃井 秀孝 

 

６ 本委員会書記 

        教育総務課総務企画係長         菅野 早苗 

        教育総務課総務企画係主事         大橋 勝 

 

７ 日程１ 開会 

○菅野教育長 令和４年２月定例伊達市教育委員会会議を開会します。本日は

全員出席していますので会議が成立しています。また開会時刻は 13 時 31 分で

す。 

 

８ 日程２ 会期の決定 

○菅野教育長 会期決定についてお諮りします。会期は本日９日にしたいと思

います。異議ありませんか。 



2 

 

 

【委員より異議なしの声あり】 

 

○菅野教育長 異議なしと認め、会期は本日９日と決定します。 

 

９ 日程３ 議事録署名委員の指名 

○菅野教育長 議事録署名委員の指名に移ります。本日の議事録の署名は３番

関根委員と４番貝羽委員にお願いします。また、１月定例会の議事録は菅野委

員と三品委員に署名いただいておりますことをご報告いたします。 

 

10 日程４ 会議の進め方 

○菅野教育長 本日の会議の進め方について、教育総務課長から説明願います。  

 

○土田教育総務課長  

１ 議 事   

議案第６号 伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

議案第７号 伊達市奨学資金奨学生の選考について（諮問） 

議案第８号 令和３年度伊達市一般会計補正予算（教育委員会分）について  

議案第９号 令和４年度伊達市一般会計当初予算（教育委員会分）について 

 

２ 協 議  な し 

 

３ 報 告 

（１）教育長から 

（２）各教育委員から 

（３）その他 

 

11 日程５ 傍聴の許可 

○菅野教育長 傍聴希望の方はいますか。 

 

○菅野総務企画係長 いません。 

 

12 日程６ 議事 

○菅野教育長 「議案第６号 伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例に

ついて」学校教育課長から説明お願いします。 
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○熊澤学校教育課長 資料により説明 

 

○菅野教育長 議案第６について、委員の質疑をお願いします。 

なければ質疑なしと認め、質疑を終結します。 

これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

 

【委員より異議なしの声あり】 

 

異議なしと認め、「議案第６号 伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例 

について」原案のとおり可決されました。 

次に「議案第７号 伊達市奨学資金奨学生の選考について（諮問）」教育総務

課長から説明をお願いします。 

 

○土田教育総務課長 資料により説明 

 

○菅野教育長 議案第７号について、委員の質疑をお願いします。 

なければ質疑なしと認め、質疑を終結します。 

これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

 

【委員より異議なしの声あり】 

 

異議なしと認め、「議案第７号 伊達市奨学資金奨学生の選考について（諮問）」 

は原案のとおり可決されました。 

次に「議案第８号 令和３年度伊達市一般会計補正予算（教育委員会分）に

ついて」各担当課長等から説明をお願いします。 

 

○土田教育総務課長     資料により説明 

○宍戸施設管理係長     資料により説明 

○小賀坂生涯学習課長    資料により説明 

○熊澤学校教育課長     資料により説明 

○桃井こども未来課長    資料により説明 

○橘内こども部長      資料により説明 

 

○菅野教育長 議案第８号について、委員の質疑をお願いします。 
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○三品委員 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の使用方法は

自由度が高いのですか。 

 

○熊澤学校教育課長 学校に基準の割り当て金額が定められており、コロナ対

策として自由に使用してもらいます。 

 

○菅野教育長 他になければ質疑なしと認め、質疑を終結します。 

これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

 

【委員より異議なしの声あり】 

 

異議なしと認め、「議案第８号 令和３年度伊達市一般会計補正予算（教育

委員会分）について」は原案のとおり可決されました。 

次に「議案第９号 令和４年度伊達市一般会計当初予算（教育委員会分）に

ついて」各担当課長等から説明をお願いします。 

 

○土田教育総務課長     資料により説明 

○宍戸施設管理係長     資料により説明 

○小賀坂生涯学習課長    資料により説明 

○熊澤学校教育課長     資料により説明 

○土田学校給食センター所長 資料により説明 

○桃井こども未来課長    資料により説明 

○橘内こども部長      資料により説明 

 

○菅野教育長 議案第９号について、委員の質疑をお願いします。 

 

○三品委員 市外の学校へ通うための交通費負担の事業は今後、料金が上がっ

た際の補正予算などは組める状態になっていますか。 

 

○土田教育総務課長 福島交通は、東日本大震災以降、阿武隈急行沿線のバス

代が上限500円となっています。月舘入口等の115号線を通るルートは上限が設

けられておりません。内部からは値段を早めに上げた方が良いのではないかと

意見がありますが、上限500円の場合、乗車率が大変良いため、近い間に値上げ

をするという話はありません。値上がりした際は、再度調整を行います。 
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○三品委員 様々な交通手段に対して補助をする事業と理解してよいですか。 

 

○土田教育総務課長 現在、伊達市内の梁川、霊山、月舘から福島市等の高等

学校に通う公共交通は、阿武隈急行と福島交通のバスです。そのため、この２

つの交通手段で試算しています。伊達町から通う方はＪＲの利用が多いですが

運賃が安くなっており、この事業は１ヶ月の定期代が15,000円を超えた部分を

補助するため、該当していません。 

 

○関根委員 バス代などは毎月の金額が高額になるため、とてもありがたい事

業だと思います。各家庭によって様々なパターンで通学している家庭も多いと

思います。バスで通った方が近いですが、家庭の都合で保原駅まで送迎し、阿

武隈急行で通学する場合もあると思います。様々なパターンをカバーできるよ

うな形で進めていただければと思いました。 

 

○土田教育総務課長 現時点の対象者数は308人を見込んでおり、霊山では掛田

駅、月舘は月舘入口でバスを利用するという前提で予算を組んでいます。利用

者数を調査した結果、少人数の利用しかなく、福島等まで保護者に送迎しても

らっている方が多いようです。今回は定期券の額を見ながら、15,000円を超え

た分について補助を考えております。定期券を２つ合わせて使用した場合も、

15,000円を超えた分を補助するものとし、また上限も設けてあります。 

 

○菅野教育長 その他ありましたらお願いします。 

 

○三品委員 増額となった文化財保護費で旧学校を活用しながら、文化財を集

約するということですが、今後の具体的な計画があれば教えてください。 

 

○小賀坂生涯学習課長 現在策定を進めている基本計画では、旧山舟生小学校

を収蔵の場とすること、梁川総合支所４階に展示、収蔵を行うこと、保原歴史

文化資料館の収蔵の整理など、施設ごとに目的を持って取り組んでまいります。

梁川総合支所は、伊達氏の発展、松前の歴史などを展示する予定です。旧山舟

生小学校、保原歴史資料館、梁川総合支所４階の改修は令和５、６年度を予定

しており、令和４年度は改修の実施設計の経費を計上しています。 

 

○三品委員 基本計画は資料の保存だけではなく、観光も見据えて進めている

のか、収蔵のみなのかどちらの計画で進められていますか。 
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○小賀坂生涯学習課長 文化財の活用も含めた計画とし、特に梁川地域は、伊

達氏の発展から変遷などの展示をしたいと考えています。梁川町内の歴史文化

財、建物を巡ってもらい、観光にも役立てたいと考えています。 

 

○菅野教育長 その他ありましたらお願いします。 

 

○菅野委員 図書の購入についてですが「購入図書のリクエストを受け付け、

利用者のニーズを参考にする」という説明が昨年度の予算書にもありました。

実際にリクエストや利用者のニーズを参考に図書の購入は行われましたか。 

 

○小賀坂生涯学習課長 どのような方法で利用者のニーズやリクエストに応え

て図書を購入していたかどうか確認します。 

最近の電子図書貸出冊数は、11月345冊、12月292冊、1月1,118冊となってい

ます。電子図書の紹介を回覧版で行ったこと、小、中学生がタブレットを持ち

帰りできるようになったこと、授業で試しに電子図書を借りてみたこと等によ

って、１月貸出冊数が増加したと思われます。 

 

○菅野教育長 その他ありましたらお願いします。 

 

○貝羽委員 子ども食堂が４ヶ所あると聞くが、どの地区なのか、また今後ど

のように全地域に展開していく予定なのか教えてください。 

 

○橘内こども部長 まず４ヶ所の説明ですが、梁川は、「子ども食堂おばあち

ゃんち」、保原は、「みんなの食堂ふぁみり～」、「てらこやしょくどう」の

２ヶ所です。伊達には期間限定で開催している所が１ヶ所。霊山、月舘には無

く、現在お声がけをしているところです。 

 

○菅野教育長 その他ありましたらお願いします。 

 

○菅野委員 以前、小・中学生の甲状腺検査を行っていたと思いますが、現在

はどのようになっていますか。 

 

○熊澤学校教育課長 甲状腺検査は事業の中で扱っておらず、学校教育課とし

ては把握しておりません。 
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○菅野委員 子ども達が授業の中で検査に行く場合、欠席等はどのようになり

ますか。 

 

○熊澤学校教育課長 この扱いについては、申し出があれば出席停止の扱いに

なると考えています。 

 

○菅野教育長 学校単位の場合には、学校に検診バスが行くケース、検査を行

う場所を指定し、子ども達を連れていく２つのタイプがあります。学校と県で

直接調整をして取り組んでいたと思います。 

 

その他ありましたらお願いします。 

 

○三品委員 梁川美術館の予算が大幅に減額となっています。理由を教えてく

ださい。 

 

○小賀坂生涯学習課長 令和３年度は梁川美術館のLED照明の設置工事を行っ

たため、予算が高額となっていましたが、工事が終了したため、令和４年度は

減額になっています。 

 

○菅野教育長 他になければ質疑なしと認め、質疑を終結します。 

これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに異議ありません

か。 

 

【委員より異議なしの声あり】 

 

異議なしと認め、「議案第９号 令和４年度伊達市一般会計当初予算（教育

委員会分）について」は原案のとおり可決されました。 

 

13 日程７ 協議 

○菅野教育長 協議に移ります。本日は協議内容をいただいておりません。 

委員の皆様から協議について提案はありますか。 

なければ続きまして、報告に移ります。 

 

14 日程８ 報告 

令和４年 ２月定例教育委員会会議資料 
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１ 伊達市立学校教職員の任免について【学校教育課】 

 ※ 懲戒免職〔令和４年１月 24日付け〕 

○熊澤学校教育課長 伊達市立松陽中学校教諭が酒気帯び運転の重大な非違行

為を行ったことにより、福島県教育委員会より処分されました。本市教育行政

に対する市民の皆様の信頼を大きく損なうことになり、お詫び申し上げたいと

思います。誠に申し訳ございませんでした。 

教育委員会としての対応は、１月 24日に県の公表があり、同日午後４時から

教育長、教育部長、学校教育課長により、記者会見を行いました。翌日１月 25

日午前９時から臨時小中学校校長会を開き、教育長より訓示を、学校育課長よ

り指導を行いました。同日に各小中学校長宛緊急通知を発出し、不祥事の絶無

について周知しました。学校の対応としては、１月 24日に緊急保護者宛メール

を送信しました。臨時の全校集会を１月 25日に行いました。生徒に動揺した様

子は見られず、通常の教育活動が行われたと報告がありました。 

当該学級で臨時学級保護者会も開かれました。参加者は 15名程度、約 30分

で終了したと報告がありました。今後の生徒のケアについては、カウンセラー

に面談を希望する生徒を調査し、計画を立てます。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の感染状況と今後の対応について 

 ※ 福島県非常事態宣言の発令（まん延防止等重点措置の対象を全県に拡大） 

   期間：令和４年１月 30日（日）～２月 20日（日） 

（１）小学校、中学校【学校教育課】 

○熊澤学校教育課長 1月 25日に県から、福島市がまん延防止等重点措置に含

められました。これを踏まえ、２月２日付けで学校教育課として各学校に通知

しました。主な内容は感染リスクの高い活動の停止、グループワーク、実験、

実習、合唱、リコーダー演奏、共同制作、密集する運動等の停止、感染拡大地

域との不要不急の往来を控えること、校内行事では、外部の人間の来校をでき

るだけ避けてもらうこと、分散、間隔の確保、短時間で行うなどを校内の実情

において、実施するか否かを含めて検討すること、実施する場合は、マスクの

着用と 1メートル以上の距離をとること、宿泊を伴う学校行事等の中止、ただ

し全国大会等への参加は可能とします。部活動は、平日休日とも１時間程度、

また練習試合、合同練習会の中止、市主催の研修会は参加人数の制限、延期、

中止、代替等について検討しながら行っています。 

１月 28日には、県教育長から学校が濃厚接触者の確認をするようにと通知が

あり、その対応も行うこととなりました。１月 21日、各学校に令和３年度卒業

証書授与式、令和４年度入学式の実施についての通知を出しました。内容は卒

業式、入学式とも市長部局からの参加は見送り、祝辞は文書で行うこと、教育
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委員会からは卒業式へ１名ずつ参加をすること、入学式の教育委員会からの参

加は見送り、来賓はＰＴＡ会長のみにすること、時間短縮、感染防止を徹底す

ること、合唱の際にはマスクを着用すること、保護者は２名までとすることな

どです。 

今年１月から感染が拡大してきました。1 月から２月８日の夜までの段階で、

26名の児童、生徒の感染報告がありました。 

桃陵中特別支援学級で１月 21、24日に学級閉鎖、上保原小５年生で１月 26

日に学年閉鎖、梁川小６年生、梁川中２年生で１月 31日に学年閉鎖、同じく梁

川中全体で２月１日から２月４日まで臨時休業、石田小全体で２月７、８日に

臨時休業、梁川小全体で２月７日から２月 10日まで臨時休業、保原小１、３年

生で２月７日から２月 10日まで学年閉鎖となりました。 

 

（２）保育園、幼稚園、認定こども園、子育て施設等【こども未来課】 

○桃井こども未来課長 園児の感染者数は１月から２月８日までの間に、保育

園１名、幼稚園１名、認定こども園１名です。未就園児は８名が感染しました。

保原幼稚園で１名園児の陽性者が確認され、濃厚接触者もおらず１日のみ臨時

休園を行いました。梁川認定こども園は、預かり保育等の利用がなかったため、

学級閉鎖を 1日行いました。濃厚接触者を調査した結果、該当者がいなかった

ため、翌日から通常保育に切り換えています。放課後児童クラブは梁川児童ク

ラブで小学校の臨時休業に合わせて２月７日から 10日に閉鎖しています。子ど

も遊び場、霊山児童館は県でまん延防止等の措置が出されて以降は２月 20日ま

で子ども遊び場４ヶ所と、霊山児童館は休館しています。 

 

（３）文化施設・体育施設等【生涯学習課】 

○小賀坂生涯学習課長 福島市等の５市が、まん延防止等重点措置に指定され、

１月 21日以降市内の体育施設、文化施設の利用は市民のみで対応してきました

が、その後、県内全域がまん延防止重点措置に指定されたため、１月 30日から

は新規予約は市民のみとしました。また、施設内での水分補給以外の飲食禁止、

予約済みの市外利用者はキャンセルをしていただくことで対応しています。 

 

３ 県立高等学校の入試について【学校教育課】 

○熊澤学校教育課長 県立高校入試は、３月３日木曜日に学力検査が行われ、

この学力検査に受験できる者として、無症状の濃厚接触者も可能であると示さ

れました。条件が３つあります。検査で陰性、受験当日も無症状、公共交通機

関を利用せず会場に到着できることです。３月９日木曜日に学力検査の追検査

が実施されます。これは、非常災害や感染対策で欠席した生徒に対して行われ
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ます。その後３月 14日に前期選抜の合格者が発表されます。その後 15、16日

に新型コロナウイルス感染症対応選抜があります。先ほど行われた３月３日の

学力検査に出願して、その高校に当日、受験ができなかった生徒で、追検査も

受けられなかった生徒が、外枠で定員の３％を上限に入学定員を設定し、受験

させるものです。調査書、面接、小論文もしくは基礎学力の検査を課すことに

なっています。それが３月 23日に合格者が発表されます。 

新型コロナウイルス感染症対応選抜第２日程というものもあります。第１日

程で不合格になった者、第１日程を受験できないとされた者について、受験機

会が与えられるという仕組みになっています。この合格発表が３月 28日に行わ

れるため、例年とは異なる対応が設定された高校入試となっています。 

 

○菅野教育長 その後、感染の状況で入試のやり方等について変更があった際

は、２月中旬に通知を出すことが、報道されています。 

 

４ 令和５年４月開校の県立梁川・保原統合校について 

（１）校名：福島県立伊達高校 

（２）特色：普通科６学級で２年次からコース制の導入→地域の未来を創造す

る人材の育成〔進学キャリア、ビジネスキャリア、地域キャリアの３コース制〕   

 

５ 県教育委員会の令和３年度教育・文化関係表彰について【学校教育課】  

※ 優秀教職員受賞者：北  藍 教諭（月舘学園中学校） 

 

６ 各種大会・コンクール等への参加について（体位・体力の向上、たくまし

い心の育成、豊かな人間性・社会性の育成、地域との交流）  

（１）第 49回福島県アンサンブルコンテスト〔県吹奏楽連盟主催〕 

  〇 小学校の部金賞：伊達小・管打楽器八重奏、伊達小・木管七重奏 

  〇 中学校の部金賞：伊達中・木管八重奏、伊達中・金管八重奏 

 

７ 1月教育長の部屋 

「伊達市が元気になる企画！～保原高校と伊達市との連携～」 

 

８ その他 

（１）学校だより、新聞報道等から 

（２）その他 
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○菅野教育長 何かご意見ご質問があればお願いいたします。 

なければ次に（２）各教育委員の皆様からの報告に移ります。報告のある委

員の方の発言をお願いします。 

 

○菅野委員 ２月４日金曜日、保原小学校放課後児童クラブの手伝いに入りま

した。その日の午後に学校でコロナの陽性者が出ましたと児童クラブに連絡が

入り、放課後児童クラブコーディネーターの方もいたため、円滑に対応できま

したが、普段とは異なり慌ただしい雰囲気の中、活動しました。私が感じたこ

とは、どのような状況になるか、いつ収束するかも分からないため、臨機応変

に対応しなければならないと思いますが、共通のマニュアルや研修を行う必要

があると感じました。 

 

○菅野教育長 具体的に子ども達の様子、対応の仕方について、まさに現実の

話だと思いました。現場での具体的な話を元にしながら、様々な対応の仕方と

か、全体の方針も含めて取り組んでいかなければならないと感じています。 

 

○橘内こども部長 放課後児童クラブの対応は、放課後児童クラブコーディネ

ーターが、いつどこへ行くという日程が決まっています。保原小学校で陽性者

が出たため、巡回の順番を変更し、向かってもらうように指示をしました。何

が優先順位なのかということを常にコーディネーターの方には、注意を払って

もらい、指導できるよう周知していきたいと思います。 

 

○熊澤学校教育課長 学年閉鎖、学校の臨時休業が何件か続いた中で、次の２

つのことを対応しました。１つ目は、当初、タブレットを持って帰らせるとい

うことは想定していましたが、「明日、学年閉鎖になる」ことや、「臨時休業

になる」ことは20時頃に決定します。そのためタブレットを持って帰ることが

出来ず、次の日に保護者に取りに来てもらうこともありました。このようなこ

ともあり、「タブレット活用による学びの保障について」という通知を各学校

に出しました。内容はタブレットと充電用コードを一緒に持ち帰ることが出来

るようにすること、GoogleMeetというアプリをダウンロードし、教師と児童生

徒が離れていても、健康観察ができる準備をすること、ライブラリアドバンス

の準備、可能であればオンライン授業の準備、児童生徒からの質問に対する回

答の準備等をお願いしました。 

２つ目は普段であれば問題のないことですが、放送委員会はお昼の放送を行

いながら、放送室で給食を食べます。しかし感染症対策をしなければならない

状況で、狭く風通しの悪い放送室でマスクを外し、給食を食べる子ども達がい
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たということがありました。日常生活の中で改めて密になる場面、マスクを着

用せず会話をしてしまう場面を見直していただくよう通知を出したところです。 

 

○貝羽委員 学校で臨時休業、学級閉鎖、学年閉鎖がありましたが、その際に

タブレット端末を利用したオンラインの授業は行われましたか。 

 

○熊澤学校教育課長 授業を行ったという報告は受けておりません。毎朝、担

任と子ども達がタブレットを使用し、健康観察を行っていますという報告は受

けています。 

 

○菅野教育長 次に（３）その他に移ります。発言のある方お願いします。 

なければ、教育委員会行事報告・予定表について、教育総務課長お願いしま

す。 

 

○土田教育総務課長 資料により説明 

 

○菅野教育長 その他になければ、次回の日程について事務局から説明願いま

す。 

 

○土田教育総務課長 次回の定例教育委員会会議 

日時 令和４年３月18日（金）13時30分～ 

会場 伊達市役所本庁舎 東棟３階 庁議室 

 

○菅野教育長 本日の２月定例教育委員会会議は、15時31分で終了します。 

15 日程９ 閉  会 15時 31分 

 

上記記録の正確なことを認め、ここに署名する。 

    令和４年２月９日 

 議事録署名人 

 

 ３番委員               

                                      

 

                   ４番委員 

                                      

           議事録調製者 教育総務課総務企画係主事 大橋 勝 


